
名　称

代表者

住　所

　

モニタリングの
実施方針・
方法・回数等

　里山工房くもべの自主事業である、カフェレストランは、令和6年4月22日に休止となる。経営を補うため
に、仕出し弁当等の販路拡大や、空き教室の活用事業を継続している。令和5年度に建物の耐力度調査
結果で、大規模改修工事に適さない結果となり、将来的に施設閉鎖の方針であることから、里山工房くもべ
だけでなく、雲部地域も含めて市と協議を進めている。

市民生活部　地域振興課（城東支所）
電話　079-556-3111

◆モニタリングの総合コメント

　雲部地域コミュミティ活性化施設は、令和２年度から指定管理制度により、年度協定書の締結と指定管理
事業に係る事業計画書を提出され、これに基づき事業を展開されている。管理業務内容も、地域コミュニテ
イ活性化施設の設置及び管理に関する条例に基づき運営をされている。
　自主事業の、カフェレストラン経営事業は、令和6年4月22日に休止し、仕出し弁当等の販路拡大に努力
されている。
　地域住民のコミュニティ拠点としての役割と経営状況の改善を軸として事業を推進されている。

◆今後の業務改善に向けた考え方

雲部地域コミュニテイ活性化施設
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　本施設の管理運営業務の確認にあたっては、管理運営状況を事業報告書、実地
調査、指定管理者へのヒアリング等により確認しました。

合同会社　里山工房くもべ

丸井　一正

施設名

指定管理者

所在地

指定管理者管理期間  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日（５年間）

令和６年度　　指定管理者モニタリングレポート

担当部課
（問合せ先）
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　１　施設の運営に必要な許認可の取得状況及び許可期間（期限）の状況
　　　飲食店営業の許可（許可：令和元年１１月１２日　期間：令和７年１１月３０日）
　　　喫茶店営業の許可（許可：令和元年１１月１２日　期間：令和７年１１月３０日）
　２　条例に規定されている事項の運用状況（利用料金等の単価、開館時間等）
     　 条例に基づく時間、料金を施設の料金表で確認。
　３　条例に定める事項以外の利用方法がある場合には、その許可日、内容
　　　　該当なし

●費用対効果の観点等から、効率的な管理運営（収支計画の適格性、効率的な維持管理）

　使用器具等の、耐用年数を考慮の上、買い替えの時期、耐用年数のチェックを行っている。

●法令・条例等の適切な運用状況

　事業収支については、社会情勢による物価高や人件費の高騰により、経営環境の厳しい状況が続いて
いる。

団体の経営状態

●経営の健全性

　ホームページやフェイスブックを通じてより正確で利用者が使いやすい情報提供をされている。季節に応
じて、弁当購入者へのサービスを提供されています。また、校舎周辺の美化活動にこころがけ草刈り作業を
中心に植木の剪定作業をされています。

　消火訓練を年2回、従業員の中で通報・誘導・初期消火の役割を決めて実施している。苦情処理につい
ては、迅速に対応することを心がけ、どこに問題があったのかを検証し、従業員の情報共有を図り、再発防
止に努めている。

●経済性

●危機管理体制の確保（災害等緊急時の対応、苦情対応等）

●市民サービスの向上につながる質の高い管理運営（平等利用、利用促進等）

●管理運営方針（施設の設置目的と市の管理運営方針との整合性）

　地域交流の拠点、農産物の販売拠点、空き教室の有効活用による事業者の誘致を設置目的とし、小学
校閉校後の活用事例の先駆的な参考事例として紹介されており、地域農業の活性化、雇用の創出、地域
の活性化に寄与している。
　また、食を通じて特産物を全国に広め、都市と農村の交流拠点としての役割を担っている。

業務内容

　社会情勢による物価高等の影響のなか、カフェレストランの閉店に伴い、仕出し弁当等の販路拡大に努
力されており、経費節減により、黒字決算となった。

事業収支



１．施設の概要 令和6年度

２．運営状況

３．利用実績

計

平均
利用率

59.1%

施設名 雲部地域コミュニテイ活性化施設

2階会議室2

2階会議室3

所在地

開館日数

実施内容
（事業報告書）

施設の概要

１階テナント3

　旧小学校跡地を利用して、地域交流、農産物の販売、空き教室の有効活用による
事業者の誘致などの手法や活動を通じて、地域あげた情報発信や定住促進活動を
進めていくことを目的とする。

251

１階テナント2

11：00～16：00

１階テナント1

平均

9,087

9,087

上記含めた全施設

2階テナント1

253

11：00～16：00

講座等参加者数

運動場

講堂

延べ
利用者数 2階会議室1

項目

延床面積（㎡）

2階テナント2

設備の概要

1旧校舎、旧講堂、旧グラウンド、校舎周辺施設の管理運営
2仕出し弁当製造業の経営
3農林産物の栽培、販売
4まちづくり協議会が実施するイベントの企画運営
5イベント等情報の提供

事業概要

項目

開館時間

2階テナント3

1,173.0

計画対比

99.2%

実施計画

実施計画

59.1%

設置目的

実施内容
（事業報告書） 計画対比

敷地面積（㎡）

鉄筋コンクリート　2階建て
1階　調理室、事務室、アトリエ
２階　アトリエ、図書室、音楽室

丹波篠山市地域コミュニテイ活性化施設の設置及び管理に関する条例
（令和元年１２月２７日　条例３８号）

13,012.0

設置の根拠
（法令、条例等）

施　設　概　要　調　書

所管課：

設置年月日：

地域振興課
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5,369

5,369



４．事業収支 （単位：円、％）

４－２．事業収支（簡略版） （単位：円、％）

-

100.1%

5,145,521

5,220,000

15,591,056

108.4%

2,140,000

50,000

100,000

5,220,000 100.0%

指定管理料

360,000

0

374,400

上記含めた全施設

計

支出計（Ｂ） 14,620,000

消費税 380,000 518,333

360,000

1,500

うち、人件費

7,770,156

1,150,000 1,255,740

消耗品費 116,488

2,400,000 2,600,900

2,600,900

0

7,770,156

14,811

実施計画

106.6%

108.4%

-

106.5%

100.7%

100.9%

計画対比

2,142,235

5,100,000

2,400,000

100.0%

108.4%

106.6%

111.0%

5,220,000

2,400,000

7,000,000

収支（Ａ）－（Ｂ）

15,576,245

自主事業費 7,000,000

7,240,000指定事業費 7,287,756

うち、管理費

14,620,000支出計（Ｂ）

収入計（Ａ） 14,620,000

360,000

利用
料金収入

1階テナント1

人件費 5,100,000

2階テナント3

運動場

項目 実施計画

自主事業収入

500,000

項目

修繕料

利用料金収入

講堂

1階テナント3

14,620,000

1階テナント2

15,591,056

実施内容
（事業報告書）

2,600,900

111.0%

5,145,521 100.9%

実施内容
（事業報告書）

360,000

2階会議室3

2階会議室1

2階会議室2

360,000

2階テナント1

2階テナント2

自主事業収入

116.5%

7,770,156 111.0%

指定管理料 5,220,000

収入計（Ａ）

7,000,000

109.2%

0 0.0%

その他（保険料・諸会費） 50,000

その他経費 264,000 252,077 95.5%

455,440 91.1%委託料（外部委託）

300,000

収支（Ａ）－（Ｂ）

自主事業費 7,000,000 7,770,156

光熱水費

0

518,333

106.5%

125,000

14,811 -

23,000

-

151.9%

15,576,245

111.0%

46.0%

消費税 380,000

使用料及び賃借料 26,000 39,490

計画対比


